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ハッピーテラス尾久教室　職員一同

ハッピーテラス尾久教室　虐待防止委員会設置について

平素より、ハッピーテラス尾久教室の活動においてご理解ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます0

この度、ハッピーテラス本部の「虐待防止対策プラン策定」に伴い、尾久教室でも「虐待防止委員会」

を立ち上げることとなりました。つきましては、下記にて「委員会の目的や実施内容など」を記載させ

ていただきましたので、ご確認下さいますよう宜しくお願い致します0今後は「虐待の防止」に向けた

活動を行い、随時活動内容のご報告をさせていただきます0「虐待防止委員会」の活動をご理解いただき、

ご協力いただければ幸いです。また、ご不明な点やご質問などございましたら、教室職員までお気軽に

お声掛け下さい。今後ともよろしくお願い致します。

【虐待防止委員会概要】

放課後等デイサービス　ハッピーテラス　尾久教室　　虐待防止委員会

（委員会の目的）

第1条　虐待防止委員会は、利用者の安全と人権保護の観点から、適正な支援

が実施され、利用者の自立と社会参加のための支援を妨げることのないよう、定期的に又は適時、

委員会を開催し、虐待の防止に努めることを目的とする。

（委員会委員の選出）

第2条　委員は以下のとおりとする。

1）委員長は、　西村　修　とする。

2）委員には、児童発達支援管理責任者、苦情解決責任者を加える。

3）委員には、研修委員会、事故防止委員会の委員を1名ずつ加える。

4）委員には、必要ある場合に法人役員、第三者委員を加えることができる。

5）委員に、利用者の代表を加えることができる。

（委員会の開催）

第3条　委員会の開催を次のとおりとする。

1）委員会は、年最低2回以上開催する。

2）会の開催の必要があるときは、委員長が招集し開催する。
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（委員会の実施）

第4条　委員会は次のとおり実施する。

1）職員倫理綱領を職員に周知し、行動規範とするよう啓発する。

2）「虐待の分類」について、職員に周知することと、定期的な見直しを行い、疑いのある項目

を足していく。

3）「虐待を早期に発見するポイント」に従い、「虐待発見チェックリスト」結果による調査を必

要あるごとに実施する。

4）上記の実施した調査の結果、虐待や虐待のおそれがあるときは、虐待防止受付担当者に報告

する。

5）研修委員会と日程の調整を行い、虐待防止にかかる研修を年1回以上行うこととする。

6）事故防止委員会より、事故等の問題が虐待につながるような場合は、虐待防止委員会におい

て対応する。

7）その他、法令及び制度の変更のあるごとに委員会を開催し、規程等の見直しを行うこととす

る。

（委員会の責務）

第5条

1）委員会は、虐待が起こらないよう事前の措置として、職員の虐待防止意識の向上や知識を周

知し、虐待のない施設環境づくりを目指さなければならない。

2）委員は、日頃より社会福祉法・知的障害者福祉法のみならず障害者自立支援法や障害者の権

利宣言等の知識の習得に努めるだけでなく、人格（アイデンティティー）の向上にも努めるも

のとする。

3）委員会の委員長・委員は、日頃より利用者の支援の場に虐待及び虐待につながるような支援

が行われていないか観察し、必要があるときは職員に直接改善を求めたり、指導することとす

る。

4）委員会は、その他の各委員会とも連携をとり利用者の虐待の虜のある事案や支援等に問題が

ある場合は、各委員会と協議し、協同で会議を開催する等、虐待防止の対応・対策及び改善を

図るものとする。

（委員会の委員）　別途参照

長塚　正輝（児童発達支援管理責任者）　牧元　雄一朗（児童指導員）以上

山口　靖枝（児童指導員）　　　　　　　　牧元　美久（指導員）

吉田　眞規（児童指導員）

田中　聡珠（児童指導員）
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